
定 期 建 物 賃 貸 借 契 約 書（案） 

 

（契約の締結） 

第１条 貸主 さいたま市（以下「甲」という。）及び借主 ○○○○（以下 

「乙」という。）は、末尾物件目録記載の賃貸借の目的物（以下「本物件」

という。）について、以下の条項により借地借家法（以下「法」という。）

第３８条に規定する定期建物賃貸借契約（以下「本契約」という。）を締結

する。 

（契約期間） 

第２条 契約期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとす

る。 

２ 本契約は、前項に規定する期間の満了後の更新はできない。 

３ 甲は、第１項に規定する期間の満了の１年前から６か月前までの間（以下

「通知期間」という。）に乙に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨

を書面によって通知するものとする。 

４ 甲は、前項に規定する通知をしなければ、賃貸借の終了を乙に主張するこ

とができず、乙は、第１項に規定する期間の満了後においても、本物件を引

き続き賃借することができる。ただし、甲が通知期間の経過後乙に対し期間

の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした場合においては、その通知の

日から６か月を経過した日に賃貸借は終了する。 

（使用目的） 

第３条 乙は、甲に提出した企画提案書に定める用途・事項に本物件を使用し

なければならない。 

２ 乙は前項に規定する用途を他の用途に変更してはならない。 

３ 本物件の使用にあたっては別紙プラザウエスト・レストラン公募貸付事業

仕様書に定める事項を遵守しなければならない。 

（賃料） 

第４条 賃料は、総額 ＊＊，＊＊＊，＊＊＊円（消費税込み）とし、月額は

＊＊，＊＊＊円（消費税込み）とする。 

２ 甲は、次の各号の一に該当する場合には、賃料を改訂することができる。 

一  土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料 

が不相当となった場合 

二 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合 

（賃料の支払い） 

第５条 乙は、第４条に定める賃料を本契約書に定める区分に応じ、甲の発行



する納入通知書により、甲の指定する金融機関に納付しなければならない。 

２ 乙は、甲の発行する納入通知書により、甲が指定する納入期限までに前項

の賃料を一括して支払うものとする。ただし、乙の申請により甲が認めた場

合はこの限りでない。 

（遅延利息） 

第６条 乙が、第４条に定める賃料を納入期限までに納入しなかったときは、

乙は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ年１４．６％の利率

で計算した遅延利息を、甲の発行する納入通知書により甲の指定する金融機

関に納付しなければならない。 

２ 乙が、遅延利息を甲に納入すべき場合において、納入した金額が賃料及び

遅延利息の合計額に満たないときは、甲は、遅延利息から先に充当するもの

とする。 

（保証金） 

第７条 乙は、本契約から生じる債務を担保するため、保証金として、金 ＊

＊，＊＊＊円を、本契約締結後、２週間以内に、甲の発行する納入通知書に

より甲の指定する金融機関に納付しなければならない。 

２ 甲は前項の保証金の額が不相当となったときは、これを改定することがで

きるものとし、乙は、異議なくこれに応じなければならない。 

３ 乙は、本物件を明け渡すまでの間、保証金をもって賃料その他の甲に対す

る債務と相殺をすることができない。 

４ 甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、保証金の全額を乙に返

還しなければならない。ただし、甲は、本物件の明渡し時に、賃料の滞納、

原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる乙の債務の不履行

が存在する場合には、当該債務の額を保証金から差し引くことができる。 

５ 前項ただし書の場合には、甲は、保証金から差し引く債務の額の内訳を乙

に明示しなければならない。 

６ 保証金は無利息とする。 

（本物件の転貸、譲渡または権利の行使等の禁止） 

第８条 乙は，甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部に

つき、賃借権を譲渡、若しくは転貸することのほか事実上これらと同等の効

果を生ずる行為をしてはならない。 

（公序良俗に反する使用の禁止） 

第９条 乙は、本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に定める暴力団その他の反社会的団体及

びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に使用

してはならない。 



（風俗営業等の禁止） 

第１０条 乙は、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律

（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に定める風俗営業及び第５項に

定める性風俗関連特殊営業の用に使用してはならない。 

（違約金） 

第１１条 乙は、第３条及び第８条の規定に違反したときは、違約金として、

当該年度の月額賃料の２４か月分に相当する金額を、第９条及び第１０条の

規定に違反したとき、または第２６条の規定に該当するときには、違約金と

して、当該年度の月額賃料の７２か月分に相当する金額を甲の指定する期日

までに甲の発行する納入通知書により、甲の指定する金融機関に納付しなけ

ればならない。 

２ 前項の違約金は違約罰であって第２４条に規定する損害賠償額の予定又は 

その一部とはしないものとする。 

３ 第１項の規定は、第１５条に規定する甲の契約解除権の行使を妨げないも

のとする。 

（物件保全義務） 

第１２条 乙は、本物件を善良なる管理者としての注意をもって維持管理しな

ければならず、本物件の建物躯体及び建物に付随する設備等の改修、修繕、

取壊し等する場合は、乙の負担とする。 

２ 乙は、その責めに帰すべき理由によって、本物件を滅失又は損傷したとき

は、乙の負担において原状に回復し、またはその賠償の責めに任じなければ

ならない。 

３ 本物件の使用に伴う第三者との紛争その他の諸問題は、一切、乙の負担と

責任において解決するものとする。 

（造作の承認等） 

第１３条 乙は、甲の書面による事前の承認を得なければ、本物件の内部造作

及び模様替えその他工作（以下「工作等」という。）をすることができな

い。 

２ 前項に定める工作等に要する経費は、乙の負担とする。 

（瑕疵担保責任） 

第１４条 乙は、この契約締結後、本物件に隠れた瑕疵のあることを発見して

も、甲に対し、賃料の減免又は損害賠償の請求をすることができない。 

（契約の解除） 

第１５条 甲は、契約期間中であっても、次の各号の一に該当するときは、通

知催告することなく直ちに本契約を解除し、損害賠償を求めることができ

る。 



一 賃料の支払いが第５条で規定する支払期限より３か月以上遅れたとき。 

二 第３条、第８条、第９条、第１０条、第１１条、第１３条、第１４条の規

定に違反したとき。 

三 第２６条の規定に該当するとき。 

四 主務官公庁からその営業または免許について取消または停止の処分を受 

けたとき。 

五 乙または乙の使用人が甲の信用を失墜し、または秩序を害すると認めら 

れた行為をし、その他著しく不当な行為があったとき。 

六 営業内容、信用状態等の重要な事項に関しての事前の説明に虚偽があっ 

たとき。 

七 その他、本契約の条項に違反をしたとき。 

２ 甲は、契約期間中であっても、本物件を公用又は公共用に供するため必要

とするときは予告のうえ本契約を解除することができるものとする。 

（乙からの解約） 

第１６条 乙は、甲に対して少なくとも６か月前に書面による解約の申し入れ

を行うことにより、本契約を解約することができる。 

（明渡し） 

第１７条 乙は、本契約が終了する日（甲が第２条第３項に規定する通知をし

なかった場合においては、同条第４項ただし書きに規定する通知をした日か

ら６か月を経過した日）までに（第１６条の規定に基づき本契約が解除され

た場合にあっては、直ちに）本物件を明け渡さなければならない。この場合

において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原

状回復しなければならない。 

２ 乙は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に甲に通知しな

ければならない。 

３ 甲及び乙は、第１項後段の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法

について協議するものとする。 

（立入り） 

第１８条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上

特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入るこ

とができる。 

２ 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒

否することはできない。 

３ 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他緊急の必要がある

場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入る

ことができる。この場合において、甲は乙の不在時に立ち入ったときは、立



入り後その旨を乙に通知しなければならない。 

（通知義務） 

第１９条 乙は、本物件の現状に変更があるときまたは変更のおそれがあると

きは、直ちに甲に対してその状況を通知しなければならない。 

２ 乙は、本物件の全部または一部が滅失または損傷したときは、直ちに甲に

その状況及び原因等必要な事項を通知しなければならない。 

（住所等の変更の届出義務） 

第２０条 乙は、次の各号に該当する事実が発生したときは、速やかに甲に対

して書面により届け出なければならない。 

一 本店・本社その他所在地の変更 

二 商号または代表者の変更 

三 定款の変更 

（有益費等の償還請求権の放棄） 

第２１条 乙は、契約期間が満了したとき、又はこの契約が解除されたとき

は、本物件に投じた有益費及び必要費等があっても、甲に償還その他一切の

請求ができないものとする。 

（契約の失効） 

第２２条 天災地変その他不可抗力により本物件の全部若しくは一部が滅失

し、または毀損し、本物件が使用できなくなり、または著しく使用が制限さ

れることにより、本契約を継続することが困難となったときは、本契約は失

効するものとする。 

２ 前項の場合は、甲乙相互に損害賠償の請求はできないものとする。 

（返還及び原状回復義務） 

第２３条 本契約の期間が満了し、若しくは本契約が解除され、またはその他

の事由により終了したときは、乙は賃料その他の債務を清算し，契約期日満

了日または甲の指定する期日までに乙の費用をもって本物件の乙の所有する

諸設備や内装等を撤去清掃し、その責めに帰するべき事由により生じた損害

等がある場合は、乙の費用で復旧するなど本物件を原状に回復し、甲に返還

しなければならない。 

２ 原状回復について、乙は、甲の履行確認を受けるものとする。その際、甲

は、原状回復に不履行が認められる場合は、乙に対し必要な措置を講ずるよ

う指示することができるものとする。ただし、甲が原状に回復することを要

しないと認めたときはこの限りではない。 

３ 乙は、本物件の返還に際し、移転料、立退き料等、名目の如何を問わず、

甲に対して一切の金品等の請求をすることはできない。 

４ 乙が第１項及び第２項の義務を履行しないときは、甲は第８条に規定する



保証金または乙の費用負担において、本物件を原状に回復することができ

る。 

５ 乙の本物件の明渡しが第１項の期限よりも遅延したときは、乙は、甲に対

し、その遅延日数に応じ１か月あたり本契約終了時の賃料の３倍に相当する

額を甲に対して支払わなければならない。 

（損害の賠償） 

第２４条 乙は、本契約に定める義務を履行しなかったため甲に損害を与えた

ときは、その損害を賠償しなければならない。 

（契約の費用） 

第２５条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

（暴力団等に対する除外措置） 

第２６条 本契約締結にあたり乙が提出した市有不動産借用申請書の記載に反

し、さいたま市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成22 年

５月26 日市長決定）第４条第１項第２号または第６号に掲げる者が同要綱

第５条各号に掲げる事項のいずれかに該当することが判明した場合には、甲

は乙に対して第１１条の規定に基づく違約金の請求、第１５条第１項第３号

の規定に基づく契約の解除を行うことができる。 

（裁判管轄） 

第２７条 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の所

在地を管轄する裁判所をもってその管轄裁判所とする。 

（疑義の解釈） 

第２８条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈

について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をも

って協議し、解決するものとする。 

 

本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のう

え、各自その１通を保有する。 

 

令和 年  月  日 

さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

甲 さいたま市 

  代表者 さいたま市長 清 水 勇 人 

 

住所 

              乙 

氏名 



物 件 目 録 

 

 

「物件調書」を貼付する 

  



貸付料支払明細表 

 

貸付賃料 総額         円 

年 度 貸付期間 金 額 

令和８年度 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで        円 

令和９年度 令和９年４月１日から令和１０年３月３１日まで 円 
令和１０年度 令和１０年４月１日から令和１１年３月３１日まで 円 
令和１１年度 令和１１年４月１日から令和１２年３月３１日まで 円 
令和１２年度 令和１２年４月１日から令和１３年３月３１日まで 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



貸付物件仕様書 

さいたま市を甲、○○○○を乙とし、当該貸付物件にかかる仕様をここに定める。なお、

乙が作成した使用企画書にある事項についても本件仕様の範囲とする。 
 
１ 貸付物件の使用にかかる条件 

乙は、貸付物件の使用にあたり次に定める事項を遵守すること。 
①建築基準法（昭和25年法律第201号）上の建築物・特殊建築物・仮設建築物の建築 

はしない。 

②改装や模様替えなど簡易な構造の建築する場合は、建築基準法（昭和25年法律第

201号）に基づく許可や届出等、速やかに適正な手続きを行う。 

③使用用途に関係しない設備の設置や工作物の築造はしない。 

④契約期間満了もしくは契約解除時には、乙の負担で原状回復を行う。 

⑤貸付物件の使用用途にかかる光熱水費等、建物総合損害共済基金分担金は、乙の負

担となり、別途甲からの請求に基づき支払う。 

 ⑥貸付物件の１日における通常の使用時間は、プラザウエストの開館時間（9時～21

時 30 分）を超えてはならない。 

 ⑦物品や食品を提供する場合は、関係法令等に基づき、事前に関係機関等へ適正な

届出をすることや許可を受けるとともに、その写しを甲に提出する。 

 ⑧本契約上においては、広場との一体の利用はしない。ただし、乙が独自に広場の

使用にかかる所定の手続きを経た場合については、乙の責務において使用できる

こととする。 

  

２ 設備管理等にかかる条件 

甲・乙は、貸付物件の設備管理等について次に定める事項を遵守すること。 

①給湯設備、電気機器、照明、空調など既設付属設備の修繕及び管理は乙の負担と

する。また、貸付後に乙が設置等した設備、備品、消耗品等についても同様とす

る。 

②貸付物件の建物としての機能を果たす、躯体等（天井、壁、床、窓ガラス、シャ

ッターなど）についての管理等は乙の負担とする。ただし、災害等により大規模

な修繕等が発生した場合で、甲が加入する建物損害共済による補償の適用が可能

な場合は甲の負担で行う。 

③乙が設置する貸付物件の使用にかかる設備等は、貸付開始前に甲に対して書面に

より届け出る。また、乙が設置した設備等の変更については、その際、書面によ

り事前に甲の承認を受ける。 

④内装等の模様替えについては、使用用途に必要な範囲及び建築基準法（昭和25年



法律第201号）に則り乙の負担で施行することができる。ただし、事前に図面等の

書類を提出し、甲の承認を受ける。 

⑤電話等通信回線の引きこみ等は、甲の承認のうえ乙の負担で行う。また、電話等

設置に係る費用や通信料金は乙の負担とする。 

⑥看板類の表示については、さいたま市屋外広告条例等、関係規定を遵守するとと

もに近隣環境の景観を損なわない程度の広告、看板等の設置を基本とし、事前に

甲と協議のうえ、承認された看板等を設置する。また、前面広場上の看板等の設

置は本契約上、認めるものではない。 

３ その他 

甲・乙は、その他について次に定める事項を遵守すること。 
①乙はプラザウエストで開催される催しに対して、基本的に協力体制を保持するととも

に、何ら業務的な妨害や要求を起こしてはならない。ただし、前面広場の催しにより乙

の業務に対して危害や損害が発生した場合は、乙の責務で対処することができる。 
②貸付物件使用により騒音・異臭等が発生し、一般市民や近隣環境に危害等がある

と甲が判断した場合は、乙に対して是正対処を指示することができるとともに、

それにより損害賠償等が発生した場合は、乙の責務において対処する。 

③使用用途や業務上にかかる問題やトラブルについて、甲は一切の責務を負わな

い。 

④この仕様書及び契約書、物件調書に定める事柄のほかに協議すべき事項が生じた場合 
は、その都度甲乙協議のうえ定める。 

 


